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議案第４５号

琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町職員の給与に関する条例の一部を改正することに

ついて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定によ

り、本議会の議決を求める。

令和 ４ 年 ３ 月１８日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和４年琴浦町条例第 号

琴浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

琴浦町職員の給与に関する条例(平成16年琴浦町条例第50号)の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

附 則

(施行期日)

第１条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置)

改正後 改正前

(期末手当) (期末手当)

第19条 略 第19条 略

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、1

00分の120を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の区分に応じて、次に定める割合を

乗じて得た額とする。

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、1

00分の127.5を乗じて得た額に、基準日以

前６箇月以内の期間におけるその者の在

職期間の区分に応じて、次に定める割合

を乗じて得た額とする。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

３ 前項の規定にかかわらず、再任用職員

に対する期末手当の額は、期末手当基礎

額に、100分の67.5を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の在職期間の前項各号に掲げる区分に

応じて、前当該各号に定める割合を乗じ

て得た額とする。

３ 前項の規定にかかわらず、再任用職員

に対する期末手当の額は、期末手当基礎

額に、100分の72.5を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の在職期間の前項各号に掲げる区分に

応じて、前当該各号に定める割合を乗じ

て得た額とする。

４～６ 略 ４～６ 略
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第２条 令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の琴浦町職員の給与

に関する条例第19条第２項及び第３項又は第23条第１項から第３項まで若し

くは第６項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の

額(以下この条において「基準額」という。)から令和３年12月に支給された

期末手当の額に、同月１日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、そ

れぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」

という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる

ときは、期末手当は支給しない。

(１) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の４第１項又

は第28条の５第１項の規定により採用された職員をいう。次号において同

じ。)以外の職員 127.5分の15

(２) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第３条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。


